
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
一
号

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
九
十
三
号
）
別
表

の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
傷
病
名
、
手
術
、
処
置
等
及
び
定
義
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副
傷
病
名
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

「

「

ゲ
フ
ィ
チ
ニ
ブ

ク
リ
ゾ
チ
ニ

ゲ
フ
ィ
チ
ニ
ブ

ク
，

，

表
の

か
ら

ま
で
の
項
中

５
あ
り

ブ
エ
ル
ロ
チ
ニ
ブ

を

５
あ
り

ブ
エ
ル
ロ
チ
ニ
ブ

393

422

，
，

チ
ニ
ブ
マ
レ
イ
ン
酸

」

「

「

リ
ゾ
チ
ニ

ア
ン
ブ
リ
セ
ン
タ
ン

ボ
セ
ン

，
ア
フ
ァ

に
改
め
、
同
表
の

か
ら

ま
で
の
項
中

３
あ
り

タ
ン
水
和
物

を

３
あ

，

507

519

塩

」

」

ア
ン
ブ
リ
セ
ン
タ
ン

ボ
セ
ン

，
り

タ
ン
水
和
物

リ
オ
シ
グ
ア
ト

に
改
め
る
。

，

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
傷
病
名
、
手
術
、
処
置
等
及
び
定
義
副
傷
病
名
の
一
部
を
改
正
す
る
件



厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
傷
病
名
、
手
術
、
処
置
等
及
び
定
義
副
傷
病
名
の
一
部
を
改
正
す
る
件

」


